
様式第3号(第2条関係) (表面) (日本産業規格A列4)

障 害者任免状況通報章
機関名身匙町朝刊1民 健 康 保 険 病 院 ー 部 事 務 組 合 令和五L年 6月 1 日現在

A 任免状況

②除外職員の数 ([注意)3、4参照) ③!日除外職員の数 ([注意)3、5参照)①職員の数 ([注意)2、3参照)
何V 、叫・、

a職員の数 b短時間勤務職 c職員の総数 d除外職員の数 e短時間勤務 f除外職員の総数 g 旧除外職員の数 h短時間勤務 i I日除外職員 、J

(短時間勤務職員 員の数 = a+(bXO.5) (短時間勤務職員 除外職員の数 = d+(eXO.5) (短時間勤務職員 旧除外職員の数 の総数

を除く) を除く) を除く) = g+(hXO.5) 
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④身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数([注意)3， 6、十2参照)

(心室度身体障害者 (ロ)重度身体障害者 (ハ)重度身体障害者 (ニ)重度身体障害者 休)身体障害者の数 (へ)重度知的障害者 (卜)重度知的障害者 (チ)重度知的障害者 (リ)重度知的障害者 収)知的障害者の数 (叫精神障害者 (，)精神障害者 (カ)精神陣害者回数

以外の身体障害者 である短時間勤務 以外の身体障害者で =(イX2)+ロ+ハ 以外の知的障害者 である短時間勤務 以外の知的障害者で =(へX2)ートト+チ である短時間勤務 (ヲ)(ヲ)のうち =iV+ 

ある短時間勤務職員
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職員 +(ニXO.5) 職員 ある短時間勤務職員 十(りXO.5) 職員
に該当する
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B 上記に基づく計算

⑤現在設定されている除 ⑤基準割合 ⑦⑤に基づく除外事 ③適用さhる除外率 ③法定雇用障害者数の算 ⑮障害者計 ⑪実雇用率 ⑫法定濯用障害者数を達成

外率([注意)7参照) ={③i!(①c-②f))Xl00 ([注意J10参照) ((注意)11参照) 定の基礎となる職員の数 =③ホ+③刑④カ =(⑮/⑨)X100 するために採用しなければ

([注意〕呂、9参照) =①c-②ト{(CDc-②丹×③) ((注意)13参照) ([注意)14参照) ならない身体障害者、知的

([注意)12参照) 障害者又は精神障害者の数

((注意)15参照)

2.0 % 33 % 10 % fO % r3~、 5 人 牛 人 乞、'iJ'LJ % 。 人

C 障害者の雇用の促進等に関する法律31J表に掲げる種類別の身体障害者数

区 分 人'数 区 分 人数 区 分 人 数

視覚障害者 視力障害 。 人 上肢不自由 。 人 心臓機能障害 人

(第1号に該当する者) 視野障害 1 :事 人 下肢不自由 ο 人 じん臓機能障害
。

人

聴覚機能障害 n 肢体不自由者
体幹機能障害 fつ 人 呼吸器機能障害 わ 人聴覚又は平衡機能障害者 ノん〈第4号に該当する者)

(第2号に該当する者) 平衡機能障害 。 }. 上肢機能障害 。
内部障害者

ぼうこう又は直腸機能障害 C 人
人(第5号に該当する者)

音声・言語，そ凶く機能障害者:(第3号に該当する者) 。 人 移動機能障害 。 人 小腸機能障害 C 人

一一一一一一一「一一 一一一一一一一一一
免疫機能障害 。 人

肝臓機能障害 C 人

障害者雇用推進者慨れ荒野菜---~ --戸一預芥科三 ~lE 障害者活躍推進計画及びその取組D ~ljt~.:sJljUIH!E:@'S I . ~ 1r'6; M~: 1. ~ j:I;_ ~~~; の実施状況を公表しているURL [1ttp，S :/IWW¥'¥;_ iilD川、 'iP 
障害者の雇用の促進等に関オる法律施行45第B条の規定により、上記のとおり通報する。

間 J11町国民鯨附吋

令和 ヱ年 ?月 (之日
， 厚生労働大臣 任命権者の官職及び氏名

都道府県労働局長殿 記名押印又は署名 一部事務組合長辻 ー
. _.一日 『ー【 ， 
ム_' 1 < 



様式第3号(裏面)

〔注意〕

1 二以上の障害を有する者についてはJ、ずれかーの障害のみについて記載すること0

2 ①欄には、当該機関に常時勤務する職員の数を記載すること。

3 ①旦欄、②d欄、③g機並びに④(イ)、(ロ)、(へ)、(ト)及び(1ゆ欄は、短時間勤務職員を除くこと。

4 ②欄には、[参考1Jに掲げる職種に属する職員の数を記載すること。

5 ③欄には、[参考2Jに掲げる職種に属する職員の数を記載すること。

6 ④欄の( )内には内数として、本年6月1日以前1年間に新規に雇い入れた者の数を記載すること。

6-2 ④(ワ)欄には、精神障害者である短時間勤務職員であって、次のいずれかに該当する者の数を記載すること。

①通報年の3年前の年に属する6月2日以降に採用された者であること

②通報年の3年前の年に属する6月2日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手l援を取得した者であること

7 ⑤欄には、直近に提出した障害者任免状況通報書のCB:欄「適用される除外率Jに記載した数を記載すること。合併により新たに生じた機関あるいは合併等により新たに通報義務が
生じた機関においては、⑤欄は記入せず、 A棟、 Bの⑤欄から@欄まで及びC欄を記入すること。

8 ⑤欄には、当該年度の6月1日時点における基準割合を記載するものであること。

9 ⑤欄には、小数点以下第1位を切り捨てた数を記載すること。

10 ⑦欄には、[参考3Jに従い、基準割合(@)に応じた除外率の数字を記入すること。基準割合が25%未満であるときは0とすること。
11 ③欄には、⑤欄の数とa欄の数の差が10以上となるときはぐZ欄の数を、 10以上とならないときは⑤欄の数を記載すること(合併等により⑤禰に記入しなかった機関においては、在楠

の数を記載すること。)。

12 @欄には、職員の数(①c)から除外職員数(②の及び除外率相当職員数((①c②f)x③。 1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を控除した数を記載すること。

13 ①c欄、②f欄、③i欄、④(ホ)、(ヌ)及び(カ)欄並びに⑮欄には、小数点以下第1位まで記載すること。

14 ⑪欄には、小数点以下第3位を四捨五入した数を記載すること。

15 ⑫欄には、⑮欄の数を@欄の数に法定雇用率を乗じて得た数(その数lこl人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)から控除した数を記載すること(小数点以下第1位

まで記載すること。)。ただし、その数がOを下回る場合は、 0を記載すること。

16 任命権者の氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。

[参考1J障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第lに掲げる職員

0警察官 O皇宮護衛官 O自衛官、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに陸上自衛隊高等工科学校の生徒 O刑務官及び入国警備官 O密輸出入の取締りを職務とする者 O麻薬
取締官及び麻薬取締員 O海上保安官、海上保安官補並びに海上保安大学校及び海上保安学校の学生及び生徒 O消防吏員及び消防団員 O在外公館(政府代表部を除く。)に勤務する外務
公務員(令和6年12月31日までの間)

[参考2J障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第3に掲げる職員

0国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項第2号から第11号までに掲げる職員(同項第9号に掲げる職員については、就任について国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必
要とする職員に限る。)及び船員である職員 O裁判官、検察官、大学及び高等専門学校の教育職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に掲げる職(就任について地
方公共団体の議会の議決又は同意によることを必要とする職に限る。)及び第4号に掲げる職に属する職員 O国会の衛視 O法廷の警備を職務とする者 O漁業監督官及び漁業監督吏員並びに
森林警察を職務とする者 O航空交通管制官 O医師及び歯科医師並びに保健師、助産師、看護師及び准看護師 O小学校、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)及
び幼稚園の教育職員 O児童福祉施設において児童の介護、教護又は養育を職務とする者 O動物検疫所の家畜防疫官及び猛獣猛きん又は種雄牛馬の飼養管理を職務とする者 O航空機へのl
搭乗を職務とする者 O鉄道車両、軌道車両、索道搬器文は自動車(旅客運送事業用パス、大型トラック及びブツレドーザー、ロ)ドローラーその他の特殊作業用自動車に限る。)の運転に従事する ! 
者 O鉄道又は軌道の転てつ、連結、操車、保線又は踏切保安その他の運行保安の作業を職務とする者 Oとび作業、トンネル内の作業、いかだ流し、潜水その他高所、地下、水上又は水中にお|
ける作業を職務とする者 O伐木、岩石の切出しその他不安定な場所において重量物を取り扱う作業を職務とする者 O建設用重機械の操作、起重機の運転又は玉掛けの作業を職務とする者 01
多量の高熱物体を取り扱う作業を職務とする者 i 

[参考3J障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第4

基準割合(⑤) 除外率(⑦) 基準割合(@) 除外率(⑦) 基準割合(⑤) 除外率(⑦)

95%以上 75% 70%以上75%未満 50% 45%以上50%未満 25出

90%以上95%未満 70% 65%以上70%未満 45帖 40%以上45%未満 20% 

85%以上90%未満 65% 60%以上65%未満 40% 35%以上40%未満 15% 

80%以上85%未満 60% 55%以上60%未満 35帖 30%以上35%未満 10% 

75%以上80%未満 55% 50%以上55%未満 30% 25%以上30%未満 5出


